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情
報
公
開
制
度
は
、
町
が
持
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
町

政
情
報
を
知
り
た
い
時
に
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求

に
応
じ
て
、
そ
の
情
報
の
閲
覧
や
写
し
の
交
付
を
行
う
も

の
で
す
。

　

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
町
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の

適
正
な
取
り
扱
い
や
保
護
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
・
利
益
の
保
護
を
図
る
と

と
も
に
、
自
分
の
情
報
に
つ
い
て
開
示
請
求
し
た
り
、
誤

り
が
あ
る
場
合
な
ど
に
訂
正
を
請
求
し
た
り
す
る
こ
と
の

で
き
る
制
度
で
す
。

　

各
制
度
の
令
和
４
年
度
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

○情報公開制度の運用状況

実施機関区分 請求
件数

決定区分等
不服
申立公開 部分

公開
非公

開 却下

町長 57 42 14 0 1 0

教育委員会 2 0 2 0 0 0

病院事業管理者 13 3 7 0 3 0

計 72 45 23 0 4 0

○個人情報保護制度の運用状況
請求件数 ０

■問い合わせ　政策企画課 広報情報統計班　
　　　　　　　 ☎ 0820-74-1007

～税負担の公平性を確保するために～

町税の滞納処分を強化しています
　税金の滞納はありませんか？
　税金は納税者の皆さんが、定められた期間内に自ら納めていただくものです。定められた納期限までに納
付のない場合は「滞納」になり、滞納状態が続くと法に基づき、滞納処分を行うこととなります。
　町では、税を納めていただいている方との公平性を保つために、また重要な自主財源の確保のためにも、
滞納処分をより強化しています。なお、本年度も専門知識を有した山口県税務課職員とともに町税を徴収す
る併任徴収制度を実施します。
　滞納のある方は滞納処分を受ける前に、お早めに納税相談、早期納付をお願いします。

問税務課 徴収対策班
☎ 0820（74）1031

滞納処分の流れ
　　① 督促・催告
　　　 自主納付をお願いする文書、電話等による督促・催告を

行います。また、督促手数料のほかに、納期限の翌日か
ら納付した日までの期間に応じ延滞金が加算されます。

　　② 財産調査
　　　 ①の指定期日までに納付がない方は、地方税法、国税徴収

法の規定に基づき財産（預貯金・給与・生命保険・売掛等
債権、不動産、組合等の出資金など）の調査を行います。

　　③ 差押
　　　 調査により発見した財産を差し押さえます。自動車など

にはタイヤロックを実施します。
　　④ 捜索
　　　 高額滞納者の居宅、事務所を財産調査のため捜索し、財

産があれば差し押さえを行います。税徴収のための捜索
は裁判所の令状を必要としません。

　　⑤ 公売・換価充当
　　　 差し押さえた財産は公売（売却）等により換価（現金化）

し、滞納金に充当します。

滞納処分等の実績
（令和２年度から令和４年度まで）

◇財産調査　　1,109 件
◇交付要求　　　     9 件
◇差　　押　　    101 件

○納税方法のご相談、納期限までの
納付にお困り等、納税のご相談は税
務課 徴収対策班へご連絡ください。

▲自動車のタイヤロック

▼


